
定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い 

 

「お客さま情報」の定期的な確認についてご理解とご協力のお願い（金融庁）について、

詳細は下記資料をご確認ください。（資料①） 

 

《定期的なお客さま情報確認に関するよくあるご質問》 

Ｑ：なぜ、過去に開設した既存口座を、今、確認する必要があるのですか？ 

当社が疑われているのでしょうか？回答したくないのですが。 

Ａ：犯罪組織やテロ組織、特殊詐欺グループは善良なお客さまに成りすまし、

いろいろな手口で常にお客さまの情報を取得しようと狙っています。お客

さまの現在の情報を確認することが犯罪組織の不正利用防止に繋がるこ

とから原則すべてのお客さまに対してご協力をお願いしています。 

 

「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」の送付のお知らせ 

 

「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のご案内文書（資料②） 

 

 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マ

ネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、

お取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などに対する定期的な

確認が義務付けられています。 

当金庫におきましても、お客さまの安全・安心な生活やお取引をお守りする

ための環境整備に取り組んでおります。この一環として、既にお取引をいただ

いているお客さまに対して、「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力の

お願い」のご案内文書（封書）を送付し、お客さまの現在の情報（名称・本店

所在地・事業内容・お取引の目的・実質的支配者など）の確認や本人確認書類

のご提示などを定期的にお願いし、お客さま情報を更新する取り組みを行って

おります。 

ご案内文書（封書）を受領されたお客さまにおかれましては、お手数ではご

ざいますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 



（１）お客さまからのご回答方法 

   お届けしました「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」

（封書）に同封されている「お客さま情報確認書」の各項目に、ご記入

例をご参考のうえご記入いただき、以下の確認書類の写しとともに返信

用封筒にてご返送願います（切手は不要です）。 

    

   ※確認書類 

    ・履歴事項全部証明書または現在事項証明書 

（発行後 6か月以内のもの） 

    ・議決権保有状況が示されている書類 

    （法人税申告書別表二、定款、実質的支配者情報一覧、株主名簿等） 

    ・実質的支配者さまの本人確認書類 

    （運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、各種健康保険   

     証、住民票、印鑑証明書、在留カード、特別永住者証明書） 

 

  

（２）本件にかかる照会先について 

 

・お取引店 担当者 または 

 

・事務部 事務集中課 

    ＴＥＬ：０６－６２６７－４７２０ 

    受付時間 平日 ９時から１７時まで（土・日・祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（資料①）「お客さま情報」の定期的な確認についてご理解とご協力のお願い（金融庁） 

 

 

 



（資料②）「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のご案内文書 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


